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令和２年３月１１日判決言渡  

令和元年（行ケ）第１０１１９号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和２年１月２７日 

          判         決 

   

原      告     株 式 会 社 Ｌ Ｉ Ｆ Ｕ Ｌ Ｌ 

 

訴訟代理人弁理士     橘       哲   男 

藤   本   正   紀 

佐   藤   大   輔 

 

被      告     特 許 庁 長 官 

指 定 代 理 人     木 住 野   勝   也 

山   田   正   樹 

            阿   曾   裕   樹 

          主         文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

 特許庁が，不服２０１８－３３７０号事件について令和元年７月３１日にし

た審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 特許庁における手続の経緯等 

⑴ 原告は，平成２７年４月１日，別紙１掲記の橙色の色彩のみからなる商標

（以下「本願商標」という。）について，第３５類及び第３６類に属する役
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務を指定役務として，商標登録出願（商願２０１５－３０５３５号。以下「本

願」という。）をした（甲３４）。 

⑵ 原告は，平成２９年１２月８日付けで拒絶査定（甲４４）を受けたため，

平成３０年３月８日，拒絶査定不服審判（以下「本件審判」という。）を請

求するとともに（甲４５），本願の指定役務を第３６類「インターネット上

に設置された不動産に関するポータルサイトにおける建物又は土地の情報

の提供」と補正する手続補正（甲４６）をした。 

特許庁は，上記請求を不服２０１８－３３７０号事件として審理し，令和

元年７月３１日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本

件審決」という。）をし，その謄本は，同年８月１４日，原告に送達された。 

⑶ 原告は，令和元年９月１０日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起

した。 

２ 本件審決の理由の要旨 

本件審決の理由は，別紙審決書（写し）のとおりである。 

その要旨は，①本願商標は，橙色の色彩のみからなる商標であるところ，本

願の指定役務との関係においては，役務の魅力向上のために使用される色彩と

認識されるものであり，また，本願商標と近似する色彩が，請求人（原告）以

外の者によって，ウェブサイトに使用されていることからすれば，何人もその

使用を欲するといい得るものであり，これを一私人に独占させることは妥当で

はないことに加え，原告による本願商標の使用により識別力を獲得したものと

認められないから，本願商標を本願の指定役務に使用しても，これに接する需

要者は，その役務の提供の用に供する物や広告等に通常使用される色彩又は使

用され得る色彩を表したものと認識するにとどまり，本願商標を役務の出所を

表示するものとして，又は自他役務を識別するための標識として認識すること

はないというべきである，②したがって，本願商標は，需要者が何人かの業務

に係る役務であることを認識することができない商標であって，商標法３条１
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項６号に該当するから，商標登録を受けることができないというものである。 

３ 取消事由 

本願商標の商標法３条１項６号該当性の判断の誤り 

第３ 当事者の主張 

１ 原告の主張 

⑴ 本願商標が本来的に識別力を有すること 

 ア 原告が管理，運営するオンライン上の全国の賃貸，分譲売買，中古売買

等の不動産情報を取り扱う不動産総合ポータルサイト「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯ

ＭＥ’Ｓ（ライフルホームズ）」（以下「原告ウェブサイト」という。）

は，平成２８年２月２５日現在で７３４万１８０５件の掲載物件数（掲載

物件数第１位）を誇り，過去に掲載した２３００万件以上の物件情報をも

活用し，独自の不動産物件参考価格算出システムを構築し，物件の参考売

買価格・想定賃料を公開し，第三者はこれらの情報をすべて無料で利用す

ることが可能となっている。原告ウェブサイトは，不動産総合ポータルサ

イトのトップブランドとしての確固たる地位を築いており，本願の指定役

務の分野においては，周知著名である。 

我が国において，全国規模で種々の取引形態の不動産物件を掲載する一

定規模以上（掲載物件数が常時１００万件以上）の不動産総合ポータルサ

イトとしては，原告のほか，リクルートグループが管理，運営する「ＳＵ

ＵＭＯ（スーモ）」，大東建託株式会社（以下「大東建託」という。）が

提供する「いい部屋ネット」，株式会社オウチーノ（以下「オウチーノ」

という。）が提供する「Ｏ－ｕｃｃｉｎｏ」，ヤフー株式会社（以下「ヤ

フー」という。）が提供する「ヤフー不動産」，ＡＰＡＭＡＮ株式会社（以

下「アパマン」という。）が管理，運営する「アパマンショップ」，アッ

トホーム株式会社（以下「アットホーム」という。）が管理，運営する「ａ

ｔｈｏｍｅ（アットホーム）」が挙げられる。これらの不動産総合ポータ
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ルサイトは，日本全国の不動産情報を網羅しているため，不動産物件を探

す者は，まず初めに不動産総合ポータルサイトを介して不動産情報にアク

セスするのが近時の取引の実情である。 

そして，各不動産総合ポータルサイトは，それぞれイメージカラーを施

しており，例えば，原告は橙色，「ＳＵＵＭＯ（スーモ）」は緑色，「い

い部屋ネット」は赤色，「Ｏ－ｕｃｃｉｎｏ」はピンク色，「ヤフー不動

産」は赤色，「アパマンショップ」は濃青色，「ａｔｈｏｍｅ（アットホ

ーム）」は紅赤色といった棲み分けがされている。 

そのため，このような不動産総合ポータルサイトに接する取引者，需要

者は，色によるポータルサイトの識別が可能な状況ができており，本願商

標の橙色は，原告ウェブサイトと即座に認識，理解をするという取引の実

情がある。 

このように本願商標は，その指定役務第３６類「インターネット上に設

置された不動産に関するポータルサイトにおける建物又は土地の情報の提

供」との関係において，本願商標の橙色が独立して，本来的に自他役務の

識別機能ないし自他役務識別力を有している。 

イ この点に関し，被告は，不動産情報を提供するウェブサイト（乙４ない

し１３）において，ロゴやウェブサイトの装飾に橙色が使用されている使

用例があることを指摘するが，いずれのウェブサイトも，掲載物件数が不

動産総合ポータルサイトの規模には到底及ばず，消費者もこれらのウェブ

サイトを不動産総合ポータルサイトと同列視することもない。 

したがって，原告ウェブサイト上で用いられている本願商標の橙色は，

上記使用例における橙色と根本的，かつ，本質的に異なるものであるから，

上記使用例は，本願商標が本来的に有する自他役務識別力の存在に何ら影

響を及ぼすものではない。 

⑵ 使用による識別力の獲得 
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ア 原告による本願商標の使用 

(ア) 原告ウェブサイトにおける使用 

原告は，平成９年の創業以来，需要者又は取引者に対して不動産情報

等を提供し続け，平成１３年４月からは，建物，土地等の不動産に関す

る情報を利用者に対して提供することを目的とする原告ウェブサイト

（当時の名称「ＨＯＭＥ’Ｓ」）を管理，運営している。原告ウェブサ

イトにおいては，平成１８年に本願商標を基調とするデザインが採用さ

れて以降，１３年間にわたって本願商標の橙色を使用している。 

原告ウェブサイトにおける本願商標の橙色の使用例は，別紙２のとお

りである（甲２０）。原告ウェブサイト全体における本願商標の橙色の

占める割合は，年ごとに増減はあるものの，増加の一途をたどり（甲５

３ないし６８），近年では，原告ウェブサイトの大部分を占め，原告ウ

ェブサイト最上部左に位置する「ＨＯＭＥ’Ｓ」のロゴや「ＬＩＦＵＬ

Ｌ ＨＯＭＥ’Ｓ」のロゴには，総じて本願商標の橙色が施されている。 

このように原告が原告ウェブサイトにおいて永年にわたり一貫して継

続して本願商標の橙色を使用した結果，原告ウェブサイトに接した取引

者，需要者は，文字や図形との関係を考慮することなく，本願商標の橙

色が独立して原告の業務に係る役務を表示するものとして，容易かつ即

座に認識，理解できる。 

(イ) テレビＣＭにおける使用 

原告は，日本全国の放送局において，継続的にテレビＣＭを制作放送

している。原告が提供するテレビＣＭ（甲５，６）では，本願商標の橙

色が所々に表示されていることが一見して認識，理解できる。また，テ

レビＣＭの下部のコマ（甲２７）には，白地に「ＬＩＦＵＬＬ」や「Ｈ

ＯＭＥ’Ｓ」の文字や左横の図形について本願商標の橙色を用いている

ことから，テレビＣＭを視聴する者（取引者，需要者）に対して強い印



 6 

象が与えられ，本願商標の橙色から原告や原告の業務に係る役務を容易

かつ即時に認識，理解できる。 

イ 原告の売上高 

過去１０年間の原告の連結売上高は，単年で１００億円以上，累計１８

００億円以上であり，上記連結売上高の８２．２％が原告ウェブサイトを

通じて提供する不動産総合ポータルサイト事業による売上高である（甲３

２）。 

加えて，原告ウェブサイト及びテレビＣＭにおける本願商標の橙色の使

用実績が永年かつ継続的なものである点に鑑みれば，本願商標の橙色と原

告が展開する不動産情報の提供に関する事業との間には密接かつ直接的な

関係が存在するものといえるから，本願商標の橙色の存在が原告の事業の

売上げに多大な貢献をしている。 

ウ アンケート調査結果 

株式会社博報堂（以下「博報堂」という。）が実施した「「オレンジ色」

と「不動産・住宅情報サイト名称」の関係性調査」と題する本願商標に関

する認識度調査（以下「第１次調査」という。甲３０）によれば，「ＬＩ

ＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ」や「ＨＯＭＥ’Ｓ」を想起できる者の８６．８％

が，「オレンジ色」を見ることにより，「不動産・住宅情報サイト」とし

て，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ」や「ＨＯＭＥ’Ｓ」を想起した。 

また，楽天インサイト株式会社（以下「楽天インサイト」という。）が

実施した「色彩商標に関する認知度調査」と題する本願商標に関する認識

度調査（以下「第２次調査」という。甲３３）によれば，①直近１年以内

に「引越し」や「住み替え」「住まいの購入・建築」を検討・経験した方，

②「不動産・住宅情報サイト・アプリ」で情報収集した方，③全国ポータ

ルサイトを名乗る５社（「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ」，「ＳＵＵＭＯ」，

「ａｔ ｈｏｍｅ」，「マイナビ賃貸」，「ＣＨＩＮＴＡＩ」）のうちい
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ずれかのサイトに対し「全国の不動産物件・住宅会社の情報を提供してい

るサービス」という認識がある方という３つの条件を満たす者を対象とし

て調査した結果，本願商標の橙色の認識率は５５％であった。 

第 1次調査及び第２次調査の結果を総合的に考慮すると，本願商標の橙

色は，それ自体単独で強い識別力を発揮することにより，本願の指定役務

の取引者，需要者の間で広く認識されているものといえる。 

第１次調査及び第２次調査の条件は，アンケート調査の結果を導出する

ために必要な条件であり，第１次調査及び第２次調査は，客観性及び公平

性のいずれもが担保された有意な認識度調査である。 

エ まとめ 

以上のとおり，①全国規模で種々の取引形態の不動産物件を掲載する一

定規模以上（掲載物件数が常時１００万件以上）の各不動産総合ポータル

サイトは，それぞれイメージカラーを施し，色による棲み分けがされてお

り，不動産総合ポータルサイトに接する取引者，需要者は，色によるポー

タルサイトの識別が可能な状況であるという取引の実情があること，②原

告ウェブサイトは，不動産総合ポータルサイトのトップブランドとしての

確固たる地位を築いており，周知著名であること，③原告は，原告ウェブ

サイトにおいて平成１８年に本願商標を基調とするデザインを採用して以

来，永年にわたり一貫して継続して本願商標の橙色を使用してきたことに

加えて，④原告のテレビＣＭにおける本願商標の橙色の使用実績，⑤原告

の売上実績，⑥第１次調査及び第２次調査の結果に鑑みると，本願商標の

橙色は，原告による原告ウェブサイト及びテレビＣＭにおける使用の結果，

本願の指定役務である第３６類「インターネット上に設置された不動産に

関するポータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供」の取引者，需

要者の間で，本願商標の橙色が独立して周知著名となるとともに，原告の

業務に係る上記役務を表示するものとして認識されるに至ったものという
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べきであるから，本願商標は，その使用により自他役務の識別機能ないし

自他役務識別力を獲得したものといえる。 

また，本願商標は，単色の色彩のみからなる商標であるが，自他役務識

別力を有するものであり，色彩（橙色）の独占適応性などの公益的見地に

鑑みても，商標登録を否定すべき理由はない。 

(3) 小括 

以上によれば，本願商標は，需要者が何人かの業務に係る役務であること

を認識することができない商標（商標法３条１項６号）に該当するものと認

めることはできないから，これと異なる本件審決の判断は誤りである。 

したがって，本件審決は，違法として取り消されるべきである。 

２ 被告の主張 

⑴ 本願商標が本来的に識別力を有するとの主張に対し 

ア 本願商標は，別紙１のとおり，橙色（ＲＧＢの組合せ：Ｒ２３７，Ｇ９

７，Ｂ３）の単色の色彩のみからなる商標である。本願商標の橙色は，「赤

みを帯びた黄色。オレンジいろ。」（乙１）の色彩であり，ＪＩＳの色彩

規格（乙２）にも例示されているような，ありふれた色彩の一つであり，

広告やウェブサイトのデザインにおいて，前向きで活力のある印象を与え

る色彩として良く利用されているから（乙３），本来的には商品又は役務

の出所を表示する目的を有するものではない。そして，本願の指定役務と

関連する不動産取引業界においては，橙色（オレンジ色）は，ロゴマーク，

看板，ウェブサイトのライン状の帯又はその他の模様若しくは背景色など

として各所に，種々の文字又は図形と結合して，それらを見やすく，目立

たせ，又は強調するというような装飾目的で，取引上普通に使用されてい

る実情がある（乙４ないし１３）。 

以上を踏まえると，本願商標の橙色は，ありふれた色彩の一つであり，

広告デザインなどにおいても多く利用されている色彩であるから，本来的
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には商品又は役務の出所を表示する目的を有するものではなく，また，そ

の指定役務との関係においても，ロゴマーク等を含む文字や図形と結合し

て，それらを装飾する目的で取引上普通に採択されている色彩にすぎない

から，本願商標は，自他役務の識別標識としての機能を欠くというべきで

ある。 

イ これに対し原告は，全国規模で種々の取引形態の不動産物件を掲載する

一定規模以上の不動産総合ポータルサイトは，それぞれイメージカラーを

施し，色彩の棲み分けがされており，このような不動産総合ポータルサイ

トに接する取引者，需要者は，本願商標の橙色は原告ウェブサイトと容易

かつ即座に認識，理解するという取引の実情があるから，被告が挙げる橙

色の使用例は，本願商標が本来有する自他役務識別力の存在に影響を及ぼ

すものではない旨主張する。 

  しかしながら，本願商標が登録された場合の保護範囲（禁止権）は，原

告による主観的認識や事業規模の大小に関わらず，その指定役務と類似す

る役務にも及び得るものであり，また，本願の指定役務に係る需要者層は，

住宅やマンションなどの不動産物件を求める一般の需要者であって，ウェ

ブサイト等で情報を収集した後は，物件の売買や賃貸の実施に取り掛かる

のが通常であるから，不動産の売買や賃貸の仲介等を行う不動産取引関連

サービスの需要者層と重複しており，サービスの内容（不動産関連の情報

を提供する）も密接に関連するから，その需要者をして，不動産総合ポー

タルサイトとその他の不動産取引関連サービスにおいて，似通った商標が

採択された場合，極めて相紛らわしく，出所の誤認混同が生じるような，

類似の関連性がある。 

したがって，本願商標の識別力を検討するに当たり，需要者の範囲を共

通にする不動産取引業界における取引の実情を考慮することは，至極当然

のことであるから，原告の上記主張は失当である。 
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⑵ 使用による識別力の獲得の主張に対し 

ア 原告による本願商標の使用について 

(ア) 原告ウェブサイトにおける使用について 

原告ウェブサイトの構成やデザインには変遷があり，把握できる限り

の各時点において共通しているのは，ロゴマークの色彩として本願商標

の橙色が表示されている程度である。そして，原告ウェブサイト全体と

して背景色のように相当の割合で本願商標の橙色が表示される場合（甲

１，２０）や，ウェブサイト上部のライン状の帯の装飾として本願商標

の橙色が表示される場合（甲４）などもあるが，これらは，全体又は各

項目を見やすく，目立たせ，又は強調する装飾目的の色彩との印象を与

える程度のものであり，また，その他の構成文字，図形（枠，アイコン

など）の色彩及び背景色として，本願商標の橙色以外の色彩（青，黒，

黄色など）が採択される場合（甲２，４）もあるなど，本願商標の橙色

の表示態様や占める割合などは一定ではなく，原告ウェブサイト全体と

しては複数の色彩が組み合わされているとの印象をも与えるものといえ

る。 

このように原告ウェブサイトにおける本願商標の使用は，ロゴマーク

の色彩として本願商標の橙色が表示されているにすぎず，それ以外の表

示態様を踏まえても，本願商標の橙色のみが独立して自他役務の識別標

識として強調され，統一的に使用されているとの印象を与えるものでは

ない。 

(イ) テレビＣＭにおける使用について 

原告のテレビＣＭ素材には多数のバリエーションがあるが（例えば，

「ホームズ『この街に住みたい』篇」，「ホームズ『落書き』篇」，「ホ

ームズ『ここに住みたい』篇等。甲５，６，３１），各素材において本

願商標がどのような態様及び割合で表示，使用されているのかは不明で
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ある。原告のテレビＣＭの静止画像（甲２７）から，「ＬＩＦＵＬＬ Ｈ

ＯＭＥ’Ｓ」の文字やロゴマークの図形の色彩として，本願商標の橙色

が表示されていることが確認できるものの，それらは室内（白系の色彩

の壁，茶系の色彩の扉及び床を備える。）の画像を背景に，又は全体が

白一色の背景に表示されているため，画面全体としては本願商標の橙色

が占める割合は少ない。 

したがって，原告のテレビＣＭにおける本願商標の使用は，ロゴマー

クの色彩として本願商標の橙色が表示されているにすぎず，それ以外の

表示態様を踏まえても，本願商標の橙色のみが自他役務の識別標識とし

て強調され，統一的に使用されているとの印象を与えるものではない。 

イ 原告の売上高について 

前記アの原告による本願商標の使用態様を勘案すれば，原告ウェブサイ

トの関連事業に係る売上高は，本願商標の橙色が独立して周知著名性を確

立したことに直接結びつくものではない。 

   ウ アンケート調査結果について 

(ア) 第１次調査は，「不動産・住宅情報サイト」の名称をフリーアンサ

ーで書いてもらい，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ」や「ＨＯＭＥ’Ｓ」

の名称を書いた者に回答者を絞り込むことで，回答者層を恣意的に限定

しており，最終的な回答も，特定の出所を認識しての回答か否かを区別

していないため，憶測での回答を排除できていない。 

したがって，第 1次調査の結果は，信ぴょう性を欠くもので，本願の

指定役務に係る需要者における認識を客観的かつ正確に表しているもの

とはいえない。 

(イ) 第２次調査は，直近１年以内に「引越し」を検討・経験した者，「不

動産・住宅情報サイト・アプリ」で情報収集した者，全国ポータルサイ

トを名乗る５社のうち，いずれかのサイトに対し「全国の不動産物件・
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住宅会社の情報を提供しているサービス」という認識のある者の全ての

条件を満たす者のみを調査対象者として絞り込むことにより，回答者層

を恣意的に限定し，回答者に大手ポータルサイト５社の名称を回答前に

意識付けている。また，調査票（甲３３の３３枚目）の質問は，本願商

標の画像の色から思い浮かぶ「不動産・住宅情報サイト・アプリ」につ

いて選択式で回答させるものであり，その選択肢中の５社のサービスに

回答が誘導される可能性が極めて高い上，原告と関連するサービス名

（「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ（ライフルホームズ）」と「ＨＯＭＥ’

Ｓ（ホームズ）」）だけが２つの選択肢として用意され，他の選択肢よ

り上位に配置されるなど，誘導的な設定がされている。しかも，回答に

おいて，本願商標から特定の出所を想起して回答しているか否かを区別

しないため，憶測での回答が排除できていない。 

したがって，第２次調査の結果は，信ぴょう性を欠くもので，本願の

指定役務に係る需要者の認識を客観的かつ正確に表しているものとはい

えない。 

   エ まとめ 

以上によれば，本願商標の橙色は，本願の指定役務との関係においても，

ロゴマーク等を含む文字や図形と結合して，それらを装飾する目的で取引

上普通に採択されているありふれた色彩にすぎず，その色彩自体に特異性

や出所識別標識としての顕著な特徴はなく，原告による本願商標の使用態

様（原告ウェブサイト，テレビＣＭ）も，ロゴマークの色彩（文字又は図

形と結合した色彩）として表示されている程度であり，それ以外の表示態

様を踏まえても，本願商標の橙色のみが自他役務の識別標識として強調さ

れ，統一的に使用されているとの印象を与えるものではないから，不動産

取引業界における需要者をして，本願商標が，原告又はその事業に係る出

所識別標識であると認識されるようになるものとは考えられない。 
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したがって，原告による本願商標の使用の結果，需要者の間において，

本願商標の橙色が独立して自他役務の識別標識としての機能を獲得するに

至ったものとはいえないから，本願商標は，需要者が何人かの業務に係る

役務であることを認識することができない商標（商標法３条１項６号）に

該当する。 

また，本願商標は，色彩（橙色）の独占適応性などの公益的見地に鑑み

ても，登録を認めることは適切ではない。 

(3) 小括 

以上のとおり，本願商標は，需要者が何人かの業務に係る役務であること

を認識することができない商標に該当するから，これと同旨の本件審決の判

断に誤りはなく，原告主張の取消事由は理由がない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 認定事実 

証拠（甲１，２，４ないし７，２０，２７，２８，３０ないし３２，５３な

いし６７，乙４ないし１３）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められ

る。 

⑴ 原告ウェブサイトにおける橙色の使用 

ア 原告は，平成９年３月１２日に設立された，各種情報サービス業務等を

目的とする株式会社（旧商号「株式会社Ｌｉｆｕｌｌ」）である。 

原告は，平成１８年から，不動産情報等を提供する原告ウェブサイト（ウ

ェブサイトの名称は平成２９年３月まで「ＨＯＭＥ’Ｓ」，同年４月以降

「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ」）を管理，運営している。 

原告ウェブサイトにおける平成３０年９月時点の不動産の総掲載物件数

は約６７６万件（甲３２）であった。 

イ 原告ウェブサイトのトップページ（平成２８年３月２０日当時のもの。

甲２０）には，別紙２のとおり，最上部左に位置する図形と「ＬＩＦＵＬ
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Ｌ ＨＯＭＥ’Ｓ」の文字によって構成されたロゴマーク，その他の文字，

白抜きの文字及びクリックするボタンの背景や絵柄，キャラクターの絵，

バナー等の色彩として，本願商標の橙色が使用されていた。 

  また，原告ウェブサイトのトップページにおいては，平成１８年から平

成３１年にかけて，おおむね上記のような使用態様で，本願商標の橙色が

使用されてきた。 

⑵ テレビＣＭにおける橙色の使用 

原告のテレビＣＭ（ホームズ「日村さんの家 朝篇」，ホームズ「帰路に

つく篇」，ホームズ「この街に住みたい」篇，ホームズ「落書き」篇等）が，

平成２６年５月から同年１０月までの間，平成２７年１月から９月までの間，

平成３０年４月及び５月に，全国各地の放送局で放送された（甲５，６，３

１）。 

そのテレビＣＭのうちの一部（甲２７）には，住宅の部屋の映像を背景と

して，その中央に，白色の「オンライン内見，はじまる」の文字，橙色が多

く使用されたキャラクターの絵，橙色の「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ」の

文字等が配置された映像や，白色を背景として，その中央に橙色の図形，「Ｌ

ＩＦＵＬＬ」及び「ＨＯＭＥ’Ｓ」の文字によるロゴが配置された映像が使

用されていた。 

⑶ アンケート調査結果 

ア 第１次調査 

第１次調査（甲３０）は，原告が，博報堂に依頼して，平成３０年３月

２７日から同月３０日までの間に事前調査を実施し，同月３０日から同年

４月１日までの間に本調査を実施したものである。 

事前調査では，東京都，神奈川県，千葉県，埼玉県，愛知県，京都府，

大阪府，兵庫県及び福岡県在住の１８歳から５９歳までの男女３万人を対

象としてアンケートを実施したところ，回答のあった２万８８９２人（回
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答率９６．３％）のうち，賃貸への住み替えや不動産購入，リフォーム等

について興味・関心があり，かつ，今後，賃貸への住み替えや不動産購入，

リフォーム等の可能性がある者（時期は不問）は，９００９人（事前調査

回答者のうち３１．２％）であった。 

本調査では，上記の９００９人からランダムに対象者１６４８人を抽出

し，その対象者に「不動産・情報サイト」の名称をフリーアンサーで記載

させ，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ」や「ＨＯＭＥ’Ｓ」と記載した２

２８人に本願の「オレンジ色」を見せて「思い浮かべた不動産・住宅情報

サイト」の名称をフリーアンサーで記載させたところ，「ＬＩＦＵＬＬ Ｈ

ＯＭＥ’Ｓ」や「ＨＯＭＥ’Ｓ」の名称を記載した者は，１９８名（上記

の２２８人の８６．８％）であった。 

イ 第２次調査 

第２次調査（甲３３）は，原告が，楽天インサイトに依頼して，令和元

年１０月１１日から同月１３日までの間にインターネット調査を実施した

ものであり，北海道，宮城県，首都圏（埼玉県，千葉県，東京都，神奈川

県），愛知県，京阪神（大阪府，京都府，兵庫県），広島県及び福岡県に

おける１８ないし５９歳の男女２万人のうち，①直近１年以内に「引越し」

や「住み替え」，「住まいの購入・建築」を検討・経験した者，②「不動

産・住宅情報サイト・アプリ」で情報収集した者，③「ＬＩＦＵＬＬ Ｈ

ＯＭＥ’Ｓ」，「ＳＵＵＭＯ」，「ａｔ ｈｏｍｅ」，「マイナビ賃貸」，

「ＣＨＩＮＴＡＩ」のうち，いずれかのサイトに対し「全国の不動産物件

・住宅会社の情報を提供しているサービス」という認識がある者の全ての

条件を満たし，かつ，「住宅メーカーまたは販売」，「不動産・建設関係」，

「広告代理店・マスコミ・市場調査関連」に従事する本人又は家族でない

ことという条件を満たす者の中から，無作為に抽出した５６０人を対象者

とし，また，本願商標の橙色の画像を示して，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’
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Ｓ（ライフルホームズ）」，「ＨＯＭＥ’Ｓ（ホームズ）」，「ＳＵＵＭ

Ｏ（スーモ）」，「ａｔ ｈｏｍｅ（アットホーム）」，「マイナビ賃貸」，

「ＣＨＩＮＴＡＩ（チンタイ）」，「この中にはない・わからない」の選

択肢の中から，「不動産・住宅情報サイト・アプリ」を１つ選択させると

いう方法によって，調査を実施したところ，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’

Ｓ（ライフルホームズ）」と回答した者が１３．２％，「ＨＯＭＥ’Ｓ（ホ

ームズ）」と回答した者が４１．８％，「ＳＵＵＭＯ（スーモ）」と回答

した者が１６．３％，「ａｔ ｈｏｍｅ（アットホーム）」と回答した者

が１０．９％，「マイナビ賃貸」と回答した者が１．３％，「ＣＨＩＮＴ

ＡＩ（チンタイ）」と回答した者が２．１％，「この中にはない・わから

ない」と回答した者が１４．５％であった。 

(4) 不動産情報を提供する他のウェブサイトにおける橙色の使用状況 

ア 「Ｈｏｍｅ Ａｇｅｎｔ」のウェブサイト 

同ウェブサイト（http://以下省略）には，左上部に配置された「Ｈｏ

ｍｅ Ａｇｅｎｔ」の文字の一部を図案化したロゴマークの色彩として，

また，その他の文字（「お部屋探し」，「仲介 賃貸 売買 店舗 管理」

など），図形（枠，各種アイコンなど），店舗の看板等の色彩として橙色

が使用されていた（乙４，本件審決書の別掲２の(6)）。 

イ 「ダブルオレンジ」のウェブサイト 

同ウェブサイト（https://以下省略）には，「Ｄ」及び「Ｏ」の文字を

図案化した図形，「Ｄｏｕｂｌｅ Ｏｒａｎｇｅ」及び「ダブルオレンジ」

の文字の色彩として，また，その他の文字（「厳選！日野市おすすめ物件」

など），図形（枠，各種アイコンなど），店舗の内装及び看板等の色彩と

して橙色が使用されていた（乙５，本件審決書の別掲２の⑼）。 

ウ 「株式会社アップライト」のウェブサイト 

同ウェブサイト（http://以下省略）には，「Ｕｐ Ｌｉｇｈｔ」の文
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字の一部を図案化したロゴマーク及び上部のライン状の帯の枠内の色彩

として，また，その他文字（「不動産売買・賃貸・管理」，「株式会社ア

ップライト」など），図形（枠，各種アイコンなど）の色彩として橙色が

使用されていた（乙６，本件審決書の別掲２の(3)）。 

エ 「株式会社ベステート」のウェブサイト 

同ウェブサイト（https://以下省略）には，家を図案化した図形を表し

たロゴマーク及び「ＢＥＳＴＡＴＥ」の文字，また，その他の図形（枠，

各種アイコンなど），店舗の外観及び看板等の色彩として橙色が使用され

ていた（乙７）。 

オ 「わくわく不動産株式会社」のウェブサイト 

同ウェブサイト（https://以下省略）には，「ＷＡＫＵ／ＷＡＫＵ」の

文字を含んだ家を図案化したロゴマークの色彩として，また，その他の文

字（「焼津市・藤枝市周辺の不動産売買情報」など），図形（地図，枠，

各種アイコンなど），下部のライン状の帯の枠内の色彩として橙色が使用

されていた（乙８）。 

カ 「ＬＩＸＩＬ不動産ショップのＥＲＡ不動産Ｏｎｌｉｎｅ」のウェブサ

イト 

同ウェブサイト（https://以下省略）には，上部の「ＬＩＸＩＬ不動産

ショップ ＬＩＸＩＬ賃貸ショップ」等の文字を表示するライン状の帯の

枠内の色彩として，また，その他の文字（「Ｒｅａｌｔｏｒ」，「リアル

ター」など），図形（地図，枠，各種アイコンなど）の色彩として橙色が

使用されていた（乙９，本件審決書の別掲２の⑴）。 

キ 「淡路島の不動産屋アイル」のウェブサイト 

同ウェブサイト（https://以下省略）には，「淡路島の不動産屋アイル」

等の文字を含んだ家や人間等を図案化したロゴマーク及び上部のライン

状の帯の枠内の色彩として，また，その他の文字（「そんな想いを込めて
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アイルならではのアドバイスをご提供します」など），図形（枠，背景色

など），店舗の看板等の色彩として橙色が使用されていた（乙１０）。 

ク 「オレンジホーム株式会社」のウェブサイト 

同ウェブサイト（https://以下省略）には，上部のライン状の帯の枠内

及び「不動産のことなら／オレンジホーム（株）」等の文字を表示するラ

イン状の帯の枠内の色彩として，また，その他の文字（「来店・内覧予約

のお客様を優先させて頂いております…」など），図形（人を模した図形，

枠，路線図など）の色彩として橙色が使用されていた（乙１１）。 

ケ 「真愛不動産株式会社」のウェブサイト 

同ウェブサイト（https://以下省略）には，住宅らしき図形を図案化し

たロゴマーク，上部のライン状の帯の枠内（「トップページ」などの文字

を表示），また，その他の文字（「夏季休業のお知らせ」など），図形（枠

など）の色彩として橙色が使用されていた（乙１２）。 

コ 「丸晶賃貸センター」のウェブサイト 

同ウェブサイト（http://以下省略）には，円状図形を図案化したロゴ

マーク，「丸晶賃貸センター」の文字，下部のライン状の帯の枠内（「株

式会社丸晶賃貸センター」の文字を表示）の色彩として，また，その他の

図形（枠，各種アイコンなど），店舗の看板等の色彩として橙色が表示さ

れている（乙１３，本件審決書の別掲２の⑸）。 

２ 本願商標の商標法３条１項６号該当性について 

原告は，本願商標は，本来的に自他役務の識別機能を有し，また，原告によ

る原告ウェブサイト及びテレビＣＭにおける使用の結果，原告の業務に係る役

務を表示するものとして自他役務識別力を獲得しているから，本願商標は需要

者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標（商標

法３条１項６号）に該当するとした本件審決の判断は誤りである旨主張するの

で，以下において判断する。 
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⑴ 本願商標の本来的な識別力について 

ア(ア) 本願の指定役務第３６類「インターネット上に設置された不動産に

関するポータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供」の需要者は，

住宅やマンションなどの不動産物件の購入，賃借等を検討している一般

の消費者であるものと認められる。 

このような需要者は，ポータルサイトで，必要な情報に関する検索を

行い，その検索結果に基づいて，不動産業者等に対し，掲載物件につい

ての問合せをしたり，不動産業者等から紹介を受けるなどして，不動産

取引を行うのが通常であるものと認められる。 

(イ) 本願商標は，別紙１のとおり，橙色（ＲＧＢの組合せ：Ｒ２３７，

Ｇ９７，Ｂ３）の単色の色彩のみからなる商標である。 

橙色は，「赤みを帯びた黄色。オレンジいろ。」（乙１）であり，Ｊ

ＩＳの色彩規格にも例示されていること（乙２）からすると，特異な色

彩であるとはいえない。 

そして，乙３（「３日でわかる！デザイン学校解体新書」のウェブサ

イト）には，「オレンジ色は，温かさ，熱，活力などをイメージ色とし

て，「暖色」に分類される色です。」，「企業をアピールする企業広告

や，ポートフォリオ，ｉＰｈｏｎｅのアプリ販売サイト等のデザインに

も良く利用される色で，この色を使用することによって，前向きで活力

のある印象を与えることができます。」との記載があることに照らすと，

橙色は，広告やウェブサイトのデザインにおいて，前向きで活力のある

印象を与える色彩として，一般に利用されているものと認められる。 

また，前記１(4)の認定事実によれば，不動産の売買，賃貸の仲介等の

不動産業者のウェブサイトには，ロゴマーク，その他の文字，枠，アイ

コン等の図形，背景等を装飾する色彩として橙色が普通に使用されてい

ることが認められる。 



 20 

しかるところ，前記１⑴イ認定のとおり，原告ウェブサイトのトップ

ページ（甲２０）においても，別紙２のとおり，最上部左に位置する図

形と「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ」の文字によって構成されたロゴマ

ーク，その他の文字，白抜きの文字及びクリックするボタンの背景や図

形，キャラクターの絵，バナー等の色彩として，本願商標の橙色が使用

されているが，これらの文字，図形等から分離して本願商標の橙色のみ

が使用されているとはいえない。 

(ウ) 前記(ア)及び(イ)認定のとおり，①本願商標は，橙色の単色の色彩

のみからなる商標であり，本願商標の橙色が特異な色彩であるとはいえ

ないこと，②橙色は，広告やウェブサイトのデザインにおいて，前向き

で活力のある印象を与える色彩として一般に利用されており，不動産の

売買，賃貸の仲介等の不動産業者のウェブサイトにおいても，ロゴマー

ク，その他の文字，枠，アイコン等の図形，背景等を装飾する色彩とし

て普通に使用されていること，③原告ウェブサイトのトップページにお

いても，別紙２のとおり，最上部左に位置する図形と「ＬＩＦＵＬＬ Ｈ

ＯＭＥ’Ｓ」の文字によって構成されたロゴマーク，その他の文字，白

抜きの文字及びクリックするボタンの背景や図形，キャラクターの絵，

バナー等の色彩として，本願商標の橙色が使用されているが，これらの

文字，図形等から分離して本願商標の橙色のみが使用されているとはい

えないことを総合すると，原告ウェブサイトに接した需要者においては，

本願商標の橙色は，ウェブサイトの文字，アイコンの図形，背景等を装

飾する色彩として使用されているものと認識するにとどまり，本願商標

の橙色のみが独立して，原告の業務に係る「ポータルサイトにおける建

物又は土地の情報の提供」の役務を表示するものとして認識するものと

認めることはできない。 

したがって，本願商標は，本願の指定役務との関係において，本来的
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に自他役務の識別機能ないし自他役務識別力を有しているものと認める

ことはできない。 

イ これに対し原告は，原告ウェブサイトは，不動産総合ポータルサイトの

トップブランドとしての確固たる地位を築いており，本願の指定役務の分

野においては，周知著名であること，我が国において，全国規模で種々の

取引形態の不動産物件を掲載する一定規模以上（掲載物件数が常時１００

万件以上）の不動産総合ポータルサイトとしては，原告のほか，リクルー

トグループが提供する「ＳＵＵＭＯ（スーモ）」，大東建託が提供する「い

い部屋ネット」，オウチーノが提供する「Ｏ－ｕｃｃｉｎｏ」，ヤフーが

提供する「ヤフー不動産」，アパマンが提供する「アパマンショップ」，

アットホームが提供する「ａｔｈｏｍｅ（アットホーム）」があるが，各

不動産総合ポータルサイトは，それぞれイメージカラーを施しており，例

えば，原告は橙色，「ＳＵＵＭＯ（スーモ）」は緑色，「いい部屋ネット」

は赤色，「Ｏ－ｕｃｃｉｎｏ」はピンク色，「ヤフー不動産」は赤色，「ア

パマンショップ」は濃青色，「ａｔｈｏｍｅ（アットホーム）」は紅赤色

といった棲み分けがされているため，不動産総合ポータルサイトに接する

取引者，需要者は，色によるポータルサイトの識別が可能な状況ができて

おり，本願商標の橙色は，原告ウェブサイトと即座に認識，理解をすると

いう取引の実情があることを考慮すると，本願商標は，その指定役務との

関係において，本願商標の橙色が独立して，本来的に自他役務の識別機能

ないし自他役務識別力を有する旨主張する。 

  しかしながら，ポータルサイトとは，一般に，「インターネットを利用

する際，まず最初に閲覧されるような，利便性の高いウェブサイトの総称」

（「大辞林」第三版）であるところ，前記(1)ア認定のとおり，本願の指定

役務の需要者は，住宅やマンションなどの不動産物件の購入，賃借等を検

討している一般の消費者であり，このような需要者は，ポータルサイトで，
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必要な情報に関する検索を行い，その検索結果に基づいて，不動産業者等

に対し，掲載物件についての問合せをしたり，不動産業者等から紹介を受

けるなどして，不動産取引を行うのが通常であることからすると，このよ

うな需要者は，不動産の売買，賃貸の仲介等を行う不動産取引業の需要者

と同一であるか，又は重複するものと認められる。 

そして，原告が主張するように掲載物件数が常時１００万件以上の不動

産総合ポータルサイトが日本全国の不動産情報を網羅しているとしても，

不動産総合ポータルサイトと他の不動産業者が開設するウェブサイトとは，

インターネット上で不動産情報を入手するための入口であるという点で共

通し，不動産関連の情報を提供するというサービスの内容が密接に関連し

ていることに照らすと，上記需要者において，これらが質的に異なるもの

と認識するものと認めることはできない。 

また，不動産物件を探す者は，まず，不動産総合ポータルサイトを介し

て不動産情報にアクセスするのが取引の実情であることを認めるに足りる

証拠はない。 

そうすると，仮に原告が主張するように原告ウェブサイが不動産総合ポ

ータルサイトのトップブランドとして周知著名であり，各不動産総合ポー

タルサイトがそれぞれイメージカラーを施しており，それらの色による棲

み分けがされているとしても，不動産総合ポータルサイトに接する需要者

が，色彩のみによってポータルサイトを識別可能な状況にあるものと認め

ることはできない。 

したがって，原告の上記主張は，その前提において採用することができ

ない。 

⑵ 使用による識別力の獲得について 

ア 原告ウェブサイトにおける使用について 

前記１⑴の認定事実によれば，原告は，平成１８年から１３年間にわた
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り，原告ウェブサイトにおいて継続して本願商標の橙色を使用してきたこ

とが認められる。 

しかしながら，他方で，前記⑴ア(ウ)①ないし③のとおり，本願商標の

橙色は特異な色彩であるとはいえないこと，橙色は，広告やウェブサイト

のデザインにおいて，前向きで活力のある印象を与える色彩として一般に

利用されており，不動産の売買，賃貸の仲介等の不動産業者のウェブサイ

トにおいても，ロゴマーク，その他の文字，枠，アイコン等の図形，背景

等を装飾する色彩として普通に使用されていること，原告ウェブサイトの

トップページにおける本願商標の橙色の使用態様は，上記不動産業者のウ

ェブサイトと同様に，ロゴマーク，その他の文字，白抜きの文字及びクリ

ックするボタンの背景や図形，キャラクターの絵，バナー等の色彩として

本願商標の橙色が使用されているが，これらの文字，図形等から分離して

使用されていたものといえないことに鑑みると，原告による原告ウェブサ

イトにおける本願商標の使用の結果，本件審決時（審決日令和元年７月３

１日）において，本願商標の橙色のみが独立して，原告の業務に係る「ポ

ータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供」の役務を表示するもの

として，日本国内における需要者の間に広く認識されていたものと認める

ことはできない。 

イ 原告のテレビＣＭにおける使用について 

前記１⑵のとおり，原告のテレビＣＭが，平成２６年５月から同年１０

月までの間，平成２７年１月から９月までの間，平成３０年４月及び５月

に，全国各地の放送局で放送されたことが認められるが，一方で，甲２７

に係るテレビＣＭ以外には，それらの各放送において本願商標の橙色が具

体的にどのような態様で使用されていたのかを認めるに足りる証拠はない。 

また，甲２７に係るテレビＣＭは，キャラクターの絵，「ＬＩＦＵＬＬ 

ＨＯＭＥ’Ｓ」の文字や図柄等に橙色が使用されているものであって，原
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告ウェブサイトのトップページの画像自体が映し出されたものではないか

ら，上記テレビＣＭを視聴者が本願商標の橙色と原告ウェブサイトに係る

役務とを関連付けて理解するものとは認めることはできない。 

ウ 原告の売上高について 

原告は，本願商標の橙色と原告が展開する不動産情報の提供に関する事

業との間には密接かつ直接的な関係が存在するものといえるから，本願商

標の橙色の存在が原告の事業の売上げに多大な貢献をしている旨主張する。 

しかしながら，本願商標の橙色と原告の事業との間には密接かつ直接的

な関係が存在することを認めるに足りる証拠はなく，原告の事業の売上高

が高額であるからいって，本願商標の橙色のみが独立して，原告の業務に

係る役務を表示するものとして，日本国内における需要者の間に広く認識

されていたことの根拠になるものではない。 

     したがって，原告の上記主張は採用することができない。 

エ アンケート調査結果について 

(ア) 原告が提出するアンケート調査結果について検討するに，第１次調

査（甲３０）は，「不動産・情報サイト」の名称として「ＬＩＦＵＬＬ 

ＨＯＭＥ’Ｓ」や「ＨＯＭＥ’Ｓ」と記載した２２８人を対象として，

本願商標の橙色を見せ，思い浮かべた不動産・住宅情報サイトの名称を

記載させるという方法によるものであるから（前記１(3)ア），その対象

者は，調査前から原告ウェブサイトの名称を認識していた者に限定され

ており，しかも，本願商標の橙色を示す前の段階で，原告ウェブサイト

の名称を示され，いわば正解をほのめかされた状態で回答しているとい

えることから，原告ウェブサイトの名称を記載する回答する者が高い確

率で現れるのは当然であるというべきである。 

   したがって，第１次調査の結果を採用することはできない。 

(イ) 次に，第２次調査（甲３３）では，回答方法として，本願商標の橙
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色の画像を示して，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ（ライフルホームズ）」，

「ＨＯＭＥ’Ｓ（ホームズ）」，「ＳＵＵＭＯ（スーモ）」，「ａｔ ｈ

ｏｍｅ（アットホーム）」，「マイナビ賃貸」，「ＣＨＩＮＴＡＩ（チ

ンタイ）」，「この中にはない・わからない」の選択肢の中から，「不

動産・住宅情報サイト・アプリ」を１つ選択させるという方法によって

おり，理由を示すことなく選択する形式のため，偶然，「ＬＩＦＵＬＬ 

ＨＯＭＥ’Ｓ（ライフルホームズ）」又は「ＨＯＭＥ’Ｓ（ホームズ）」

を選択する可能性を排除できず，かつ，原告ウェブサイトの選択肢とし

て「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ（ライフルホームズ）」及び「ＨＯＭ

Ｅ’Ｓ（ホームズ）」の２つが掲げられている以上，偶然に原告ウェブ

サイトを選択する確率は，必然的に高くなるというべきである。にもか

かわらず，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ（ライフルホームズ）」と回

答した者が１３．２％，「ＨＯＭＥ’Ｓ（ホームズ）」と回答した者が

４１．８％と，その合計は５５％とさほど高くなく，むしろ，「ＳＵＵ

ＭＯ（スーモ）」と回答した者が１６．３％，「ａｔ ｈｏｍｅ（アッ

トホーム）」と回答した者が１０．９％，「この中にはない・わからな

い」と回答した者が１４．５％と，一定の割合を占めており，「ＳＵＵ

ＭＯ（スーモ）」と回答した者及び「この中にはない・わからない」と

回答した者の割合は，「ＬＩＦＵＬＬ ＨＯＭＥ’Ｓ（ライフルホーム

ズ）」と回答した者の割合を上回っている。このような事情に照らせば，

第２次調査の結果を採用することはできない。 

オ まとめ 

以上によれば，原告は，平成１８年から１３年間にわたり，原告ウェブ

サイトにおいて継続して本願商標の橙色を使用してきたこと，原告のテレ

ビＣＭの実績及び原告の売上実績を勘案しても，本件審決時（審決日令和

元年７月３１日）において，本願商標の橙色のみが独立して，原告の業務
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に係る「ポータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供」の役務を表

示するものとして，日本国内における需要者の間に広く認識されていたも

のと認めることはできないから，本願商標は，その使用により自他役務の

識別機能ないし自他役務識別力を獲得したものと認めることできない。 

 これに反する原告の主張は理由がない。 

⑶ 小括 

以上によれば，本願商標は，需要者が何人かの業務に係る役務であること

を認識することができない商標（商標法３条１項６号）に該当するものと認

められる。 

したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから，原告主張の

取消事由は理由がない。 

３ 結論 

 以上のとおり，原告主張の取消事由は理由がなく，本件審決にこれを取り消

すべき違法は認められない。 

 したがって，原告の請求は棄却されるべきものである。 

 

知的財産高等裁判所第４部 

 

          裁判長裁判官     大   鷹   一   郎 

 

 

             裁判官     國   分   隆   文 

 

 

             裁判官     筈   井   卓   矢 
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（別紙１） 

 

１ 商標登録を受けようとする商標 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

２ 商標の詳細な説明 

商標登録を受けようとする商標は，橙色（ＲＧＢの組合せ：Ｒ２３７，Ｇ９７，

Ｂ３）のみからなるものである。 
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（別紙２） 

 

甲２０ 
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